
事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 

 区 長  様 

 

永平寺町役場 住民税務課長  

                               （ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和８年度 環境美化推進員の選出について 
 

 

新春の候、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、町環境行政に対しまして、多大なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 つきましては、令和８年度の環境美化推進員のご推薦を賜りたくお願い申し上げます。

（推進員さまの任期は令和８年４月１日から令和９年３月３１日の１年間です。） 

別紙、「環境美化推進員の報告」にご記入のうえ令和８年２月２７日（金）までに、住

民税務課または各支所まで報告いただきますようお願いします。 

（下記のQRコード、FAXでも受付けをしています） 

 

    

 

担当：永平寺町住民税務課 南部・河合 

TEL：  ６１－３９４５ 

FAX：  ６１－３４６４ 

E-MAIL：seikatsu@town.eiheiji.lg.jp 

 



永平寺町役場住民税務課 行き 

 

令和８年度 環境美化推進員の報告 

 

                      区 名            

 

※ 個人データーは環境美化推進員活動のみに使用します。 
※ 推進員の任期は令和８年４月１日から令和９年３月３１日の１年間です。 

 

※ FAX・電子メールでお知らせいただくことも可能です。 

FAX：６１－３４６４   E-MAIL：seikatsu@town.eiheiji.lg.jp 

 

○新推進員さんが決まり次第お知らせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

                   （永平寺町役場 住民税務課  直通電話 61-3945 ） 

 

職   名 氏   名 住     所 電話番号 

（フ リ ガ ナ） 

環境美化推進員 

 

※ 区の戸数により人数 

が違います。 

推進員の定数につ 

きましては、下記 

設置要綱の第3条を 

ご参照ください。 

フリガナ 

（           ） 

 

〒910- 

永平寺町 

 

 

 

 

 

 

フリガナ 

（           ） 

 

 

〒910- 

永平寺町 

 

 

 

 

 

 

環境美化推進員設置要綱より（環境美化推進員の定数） 

第３条 推進員の定数は各区の世帯数に応じ、次の通りとする。 

        ５０戸以下 １名 

５０戸超   ２名以内 


